
家庭基礎 

32 
消費者をめぐる問題発表記録 

教科書 

181～183 

各班の発表内容を記録しよう。 

※全ての事例は 2022 年５月の時点で考えてください。 

事例 名 称 等 事例の問題点 解決策・対応策 こうなる前に 

１ 

 

デート商法 

 

【   】班 

SNS に書き込んだ。 

合ってしまった 

店に行ってしまった 

B 君の外見に惑わさ

れた 

アポイントメントの

一種 

販売店とクレジット

会社にクーリング・オ

フ通知を出す 

消費生活センターに

相談する 

SNS に個人情報を載

せない 

見ず知らずの人とは

会わない 

おかしいなと思った

ら店に行かない 

甘い話には乗らない 

２ ワンクリック

詐欺 

 

【   】班 

興味本位でクリック

した 

18 歳と偽って入力

した 

問い合わせ先に電話

をかけた 

 

 

お金を支払ったり、業

者に連絡しない。 

無視する 

身近な人や消費生活

センターに相談する 

プリペイドカードで

の支払いは詐欺にな

る 

18 歳で成年になる

ので、契約が成立する

ことをしっかり理解

する 

興味本位で簡単にク

リックしない 

３ ネットショッ

ピング 

 

【   】班 

ネットショッピング

では細かいところが

わからない 

ネットで安易に買っ

てしまった 

 

商品の返品の可否・条

件・送料の負担がかか

れていない場合は、８

日以内に消費の送料

負担で返品が可能 

契約の際に返品でき

るかどうか確認する。 

返品についての表示

には、さまざまな条件

がついているので確

認する 

４ マルチ商法 

 

【   】班 

高収入につられてし

まった 

安易に入会してしま

った 

友人を誘うと人間関

係を壊す恐れがある 

クーリング・オフでき

る(書面受領から 20

日以内) 

クーリング・オフ期間

が過ぎても中途解約

でき、返品できる 

儲かる話には簡単に

乗らない 

うまい話はないと思

っておく 

紹介に気を付ける 

５ キャッチセー

ルス 

 

【   】班 

声をかけられ、ついて

いってしまった 

しかたなくローンを

契約した 

 

 

契約書面を受け取っ

てから８日以内であ

れば、クーリング・オ

フできる 

契約書に不備があれ

ば、解約できる 

声をかけられてもつ

いていかない 

簡単にローンを契約

しない。 

きっぱり断る 

 

事例 名 称 等 事例の問題点 解決策・対応策 こうなる前に 

６ オンラインゲ

ーム 

 

【   】班 

ゲームにのめり込ん

でいる 

課金してしまった 

 

 

親に相談して払って

もらう 

仮想通貨と現実のお

金の区別をしっかり

認識する 

無料だからと言って

ゲームばかりしない 

課金はしない 

金銭感覚を身に付け

る必要がある 

７ クレジットカ

ード（名義貸

し） 

 

【   】班 

クレジットカードを

安易に貸した 

友だちを信じきって

しまった 

 

名前を貸しただけと

いう言い訳は通用し

ない 

H 君が払わなければ

いけない 

きっぱり断る 

内容を確かめずに書

類に署名や押印をし

ない 

８ クレジットカ

ード（リボル

ビング払い） 

 

【   】班 

支払いが長期化する 

手数料を払わないと

いけない 

 

 

 

 

 

カードの規約を確認

し、リボ払いの仕組み

や手数料について理

解し、早急に今後の返

済計画を立てる 

支払う余裕のあると

きに支払い金額の増

額や一括で支払う 

手持ちのお金がない

のに気軽にリボ払い

を利用しない 

リボ払いの仕組みを

きちんと把握し、利用

明細書を確認する 

９ 架空請求メー

ル 

 

【   】班 

メールの内容に身に

覚えがないのに電話

をかけてしまった。 

言われるままにお金

を振り込んだ 

住所・名前を教えてし

まった 

証拠となるメールは

保存しておく 

お金を振り込んだ場

合は、警察に相談する 

メールアドレス、パス

ワード、電話番号など

変更可能な個人情報

は変更する 

支払わない 

連絡しない 

無視する 

【参考資料】 

※「お金が支払えない」という断り方はやめ、きっぱりと断る。 

（二十歳の君へ）国民生活センターリーフレットより 

  ・軽い気持ちで契約しない 

  ・うまい話に飛びつかない 

  ・ネットの情報に流されない 

  ・契約をせかす者は相手にしない 

  ・借金をしてまで契約しない 

  ・きっぱり断ることも勇気！ 

  ・相談は「１８８」 

 

 １年 〔   〕組 〔   〕番 名前〔              〕 

【全体的なアドバイス】 

マルチ商法以外でも、クーリング・オフ期間を過ぎ

ても契約内容や、記載不備、契約のプロセスに問

題がある場合は「消費者契約法」に基づき、解約あ

るいは一部負担での途中解約ができる。あきらめ

ずに消費生活センターに相談すること。消費生活

センターをとおした方が話は通りやすい。 


